
道教委と「在校等時間の上限」に関する交渉①

「上限ガイドライン」を「指針」に格上げする
ことに伴い、道としても実効性を高める目的

●「在校等時間の上限」の方針について、道教委と交渉を実施

昨年１２月の改定給特法成立に伴い、文科省は「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガ
イドライン」を法的根拠のある指針として格上げしました。それに伴い、道教委は、２７日開会
の道議会において、給特法条例の一部を改定し、可決後に、道立学校については、指針を踏まえ
１ヵ月と１年間の時間外在校等時間の上限を教育委員会規則に追記する予定で、４月１日から施
行するとしています。
給特法条例や教育委員会規則に追記される内容は、基本的に、裏面にあるように文科省が示し

た例示に沿ったものになる見込みです。市町村立学校については、道の給特法条例改定をふまえ、
市町村の教育委員会規則に１ヵ月と１年間の時間外在校等時間の上限が追記されます。
本日（２月１４日）、道教組は道高教組とともに、道教委と「在校等時間の上限」に関する交渉

を行いました。

●業務量の適切な管理等の措置の実効性を高めることを目的とする

道教委は、すでに「北海道アクションプラン」で「教員の在校等時間から条例で定める勤務時
間等を減じた時間を１か月で45時間以内、１年間で360時間以内とする」と、在校等時間の上限指
針と同様の目標を掲げています。交渉の冒頭で、改めて時間外勤務の上限を条例・規則で定める
目的について質しました。

【道教組・道高教組の質問】

昨年、道教委は、北海道アクションプランで道立学校の教員の勤務時間の上限について定めているが、今

回、改めて、時間外勤務の上限を条例・規則で定める目的について伺う。

【道教委の回答】

国においては、学校における働き方改革を進めるため、昨年12月に「公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法」が改正され、文部科学省が昨年１月に策定した「公立学校の教師の勤務時

間の上限に関するガイドライン」を法的根拠のある「指針」に格上げすることに伴い、道においても、業

務量の適切な管理等の措置の実効性を高めることを目的とするものであります。

「実効性を高める」との道教委の回答について、交渉では、「国が策定した『上限指針』等を機
械的にあてはめるのでなく、道としても実効ある超勤解消策にとりくむものと受けとめる」と指
摘しました。

変形労働制ではなく、せんせいふやそう！
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